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政策決定会議資料2018/09/26 

 

箕面市公共施設等総合管理計画の策定について 

 

１．概要 

国の「インフラ長寿命化基本計画」（平成 25年 11月）の地方版行動計画として位置づ

けられる箕面市公共施設等総合管理計画について、同計画（案）の内容を報告し、策定

に向けた確認を行うもの。 

 

２．箕面市公共施設等総合管理計画（案）のフレームについて 

（１）計画策定の背景と目的 

○公共施設等の老朽化対策が全国的に大きな課題となっている中、市内の公共施設

等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿命化などを

計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化し、公共施設等を総合的かつ

計画的に管理することをめざして策定するもの。 

（２）計画の対象 

○箕面市立の学校、社会教育施設、福祉施設、庁舎などの行政施設などの公共建築

物及び道路、橋りょう等の土木構造物や上下水道施設等のインフラ施設とする。 

○公園施設については、維持管理の手法や規模感が大きく異なることから、本計画

の分析対象とはしない。 

（３）計画の位置づけ 

○第五次箕面市総合計画を上位計画とし、箕面市都市計画マスタープランに包含さ

れている箕面市立地適正化計画と強く結びついている関連計画。 

○今後、必要に応じて、本計画に紐づく個別管理計画を策定する。 

（４）計画期間 

○30年間（2018年度～2047年度）とし、必要に応じて適宜見直しを行う。 

 

３．過去の建設改良費及び将来の維持更新費用について 

（１）過去 5年間の建設改良費（一般会計）の算出 

○投資的経費の総額は 410億円。 

○上記から、人件費や備品購入費などの建設改良以外の費用（29億円）を除く。 

○さらに、北大阪急行線延伸事業（166億円）や緊急経済対策事業（61億円）など、

今後長期にわたって反復的に発現するわけではない、いわば“特異値”を除く。 

○ただし、緊急経済対策事業については、「一般財源負担分」とそれに対して交付さ

れるであろう「通常の補助率での国補助金」を足した事業費（31億円）を再加算。 

○結果、過去 5年間の建設改良費は 185億円で、１年あたりでは 37億円となる。 

（２）今後 40年間の維持管理、更新経費の試算 

○総務省ソフトのデフォルト設定で試算した場合 

総額：3,207億円、年平均：80億円の費用となる。 

・一般会計の総額：2,087億円、年平均：52億円 

・企業会計の総額：1,120億円、年平均：28億円 
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４．公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針等 

○人口増加局面であっても大きな増収は見込めない中、義務的経費である扶助費が

年々増加し、今後も投資的経費の圧縮が不可欠な状況。 

○また、過去 5年間に市が公共施設等の建設改良費に充ててきた費用は、一般会計

で年間 37億円であるのに対し、総務省ソフトのデフォルト設定で試算した費用は

年間 52億円である。 

○まずは、「公共施設保有量の適正化」、「公共施設等の長寿命化」、「民間活力の導入」

の基本三方針に則り、将来負担費用の低減に全力で取り組むことが求められる。 

○公共施設等の管理に関する基本的な考え方（主なものを抜粋） 

・一般的に「耐用年数」と言われている年数を経過した施設であっても、安全性

に問題がない施設はすべて使い続けることを前提に、大規模改修等により長寿

命化を図る。ただし、学校施設については、旧耐震基準のものに関しては建替

えを行う。 

・上下水道施設については、「箕面市上下水道施設整備基本・実施計画（改訂版）」

を策定しており、上下水道施設の維持管理・更新については、この計画による

ものとする。 

・市立病院については、現在策定作業中の「新市立病院整備基本計画」で、独立

採算の方針を堅持しながら建替え事業を推進する。ただし、建替えに要する費

用については、法定ルールに基づき一般財源の繰入を行う。 

 

５．将来負担の再試算と見通し 

○上記４.の基本的な方針やすでに政策決定された計画値を用いるなどした再試算 

総額：2,639億円、年平均：66億円の費用となる。 

・一般会計の総額：1,839億円、年平均：46億円 

・企業会計の総額：800億円、年平均：20億円 

○一般会計では、過去 5年間に建設改良費に充ててきた費用が年間 37億円であるの

に対し、将来経費（事業費ベース）が年間 46億円となるが、財政の中長期試算で

は年間 50億円の投資的経費（事業費ベース）を上乗せして試算した結果、堅調な

推移を見せていることから、現実的な範囲であると考えられる。 

○企業会計では、年間 20億円が必要となる試算となるが、上下水道施設については、

今後必要となる建設改良費用とその財源について収支相償うことが可能であり、

市立病院についても、移転建替えに要する費用の法定ルール分を一般財源から繰

り入れることにより、独立採算の方針を堅持する考えとなる。 

 

６．今後のスケジュール等 

○平成 30年 9月中に箕面市公共施設等総合管理計画を策定。 

○策定した後、箕面市のホームページに掲載し公表する。 

 

以上 
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1.1. 計画策定の背景と目的 

 

現在、公共施設等の老朽化対策が全国的に大きな課題となっています。 

経済成長と人口増加に合わせて整備されてきた道路、上下水道などのいわゆ

るインフラや、学校などの施設の老朽化が進む一方で、全国的に人口はすでに減

少を始め、超高齢社会が到来しています。 

箕面市においても、市街化が急速に進んだ昭和 40 年代から 50 年代にかけて

社会基盤の整備が急ピッチに進められてきたことから、公共施設等の老朽化対

策は喫緊の課題です。また、現在は人口増加局面にあるとともに、北大阪急行線

の延伸を骨格とする“まちの完成”に向けて新駅周辺のハード整備が進んでいる

ところですが、人口はいずれ減少局面になることは確実であり、また、完成した

まちはいずれ成熟し老朽化への時を刻み始めることから、中長期的な視点で公

共施設等を計画的に管理することは、本市にとって不可欠な取り組みです。 

箕面市公共施設等総合管理計画（以下「本計画」という。）は、公共施設等の

全体の状況を把握し、長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿命化などを計画

的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化し、公共施設等を総合的かつ計画

的に管理することをめざして策定するものです。 

 

1.2. 計画の対象 

 

本計画の対象は、箕面市立の学校、社会教育施設、福祉施設、庁舎などの行政

施設などの公共建築物、及び道路、橋りょう等の土木構造物や上下水道施設等の

いわゆるインフラ施設とし、これらを合わせて「公共施設等」と総称します。 

また、前項で触れた新駅周辺のハード整備のほか、いくつか整備中あるいは整

備を政策決定している施設がありますが、現時点で面積等が不確定であること

等から、本計画での現状分析は、現時点で存在している公共施設等（新駅周辺へ

の移転が確定している施設についても、現施設）を対象とします。 

なお、一般的に「公共施設」に数えられることが多い公園施設については、遊

具等の修繕や更新は発生するものの、維持管理の手法や規模感が大きく異なる

ことから、本計画の分析対象としていません。 

 

1.3. 計画の位置づけ 

 

本計画は、第五次箕面市総合計画を上位計画とし、箕面市都市計画マスタープ

ランに包含されている箕面市立地適正化計画と強く結びついている関連計画で

す。 

また、本市において、公共施設等に関し整備、修繕、更新あるいは長寿命化等

1. 計画のフレーム 
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について定められている既存の計画類と関連しています。 

 

 

 

なお、今後、個別の公共施設等の維持管理、更新あるいは長寿命化等に関し、

必要に応じて、本計画に紐づく個別管理計画を策定します。 

 

1.4. 計画におけるシミュレーション等 

 

本計画において、特に出典の記載がないシミュレーションや試算は、総務省が

提供している「公共施設等更新費用試算ソフト ver.2」（以下「総務省ソフト」と

いう。）によるものです。 

施設の分類等は総務省ソフトにおける設定を標準とし、試算期間も総務省ソ

フトで試算可能な 40 年間です。 
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2.1. 公共施設等の現況と見通し 

 

2.1.1. 公共施設等の現況 

 

2.1.1.1. 公共建築物 

 

本市の公共建築物の保有量は、次表のとおりです。 
 

分 類 施設数 棟 数 延べ床面積 

市民文化系施設 25 施設 27 棟 33,546 ㎡ 

社会教育系施設 3 施設 3 棟 18,356 ㎡ 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 5 施設 7 棟 16,943 ㎡ 

学校教育系施設 20 施設 152 棟 181,674 ㎡ 

その他教育施設 1 施設 1 棟 4,587 ㎡ 

子育て支援施設 8 施設 8 棟 7,969 ㎡ 

保健・福祉施設 5 施設 8 棟 33,460 ㎡ 

病院・医療施設 3 施設 4 棟 36,748 ㎡ 

行政系施設 6 施設 7 棟 21,542 ㎡ 

消防施設 26 施設 26 棟 5,744 ㎡ 

公営住宅 7 施設 32 棟 25,270 ㎡ 

クリーンセンター 1 施設 7 棟 18,075 ㎡ 

その他 10 施設 10 棟 22,611 ㎡ 

合 計 120 施設 292 棟 426,525 ㎡ 

 

延べ床面積を分類ごとの割合で見ると次図のとおりで、総面積の 4 割以上を

学校教育系施設（小中学校）が占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共建築物の床面積の割合 

2. 公共施設等の現況及び将来の見通し 
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これらの公共建築物が整備された年度別の床面積は、次図のとおりです。 

 

 

1960 年代後半から 1980 年代前半にかけての人口急増期に、集中的に学校施

設や公営住宅などが整備されてきたことがわかります。 

このうち市立病院は昨年度に移転建替えを決定し、クリーンセンターは長寿

命化を図る基幹改良工事に今年度着手しました。 

 

 

床面積ベースで整備後の経過

年数を見ると、整備後 30 年以上

経過している建築物が総床面積

の約 6 割を占めており、老朽化

が進みつつある現状を見て取る

ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共建築物の年度別整備床面積 

■公共建築物の整備後経過年数 
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次に、公共建築物の耐震化の状況を整備年度別に見ると次図のとおりです。 

 

 

 

建築基準法の改正以前に整備された、いわゆる旧耐震の建築物は、床面積ベー

スで 42.4％ありますが、その多くがすでに耐震化実施済みで、現在未実施なの

は 1.8％となっています。 

 

 

2.1.1.2. インフラ施設 

 

本市のインフラ施設の保有量は、次表のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 主な施設 施設数 

道路・橋りょう 

道路延長 383,466m 

橋りょう 160 橋 

舗装(延長) 377,191m 

上水道 

管路延長 473,380m 

浄水場 2 箇所 

配水地 7 箇所 

受水場 3 箇所 

分岐 1 箇所 

下水道 
汚水管路延長 243,918m 

雨水管路延長 46,773m 

■公共建築物の耐震化の状況（年度別整備床面積） 

出典：「平成 29 年版市勢年鑑」 
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このうち、道路の整備年度別に面積を見ると、次図のとおりです。 
 

 

 

前項で見たように、人口急増期であった 1960 年代後半から 1980 年代前半に

かけて集中的に道路整備がなされています。（1985 年以前の整備年度ごとのデ

ータが残存していないためまとめて掲載しています。） 

また、2000年代に入って整備量にいくつかの山が見られるのは、彩都、箕面

森町、小野原西の新市街地整備において新たな道路が整備されたこと等による

ものです。 

 

次に、橋りょうの整備年度別面積は、下図のとおりです。 

 

 

やはり 1960 年代後半から 1980 年代前半にかけて、毎年コンスタントに橋り

ょうが架設されている様子がわかります。 

2000 年代に入って急増している整備量は、彩都、箕面森町のほか、かやの中

央（かやのさんぺい橋、さくら橋）などが含まれています。 

 

■道路の整備年度別面積 

■橋りょうの整備年度別面積 
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2.1.2. 公共施設等の見通し 

 

ここまで見てきたとおり、本市では 1960 年代後半から 1980 年代前半の人口

急増期に多くの公共施設等が集中的に整備されており、すでに整備後 50 年を経

過したものもあることから、遠くない将来、これらが一斉に更新時期を迎えます。 

総務省ソフトのデフォルト設定で今後 40 年間の維持管理、更新経費を試算す

ると、次図のとおりとなりました。 

 

 

 

 

この試算では、公共建築物については一律、建設後 30 年で大規模改修、60 年

で建替え、また、インフラ設備においては道路 15 年、橋りょう 60 年、上下水

道施設 50 年で更新と設定されています。 

この試算では、今後 40 年間で 3,207 億円、平均で年間 80 億円の費用が必要

となるとの結果が出ています。 

 

これを一般会計と企業会計に分けて見ると、次のとおりです。 

なお、費用を見るに際しては、「公共建築物／インフラ設備」の区分ではなく、

費用を出す“財布”ごとに見る必要があるため、「一般会計／企業会計」の別で

分析します。本市では、市立病院が公営企業法を全部適用していますので、上下

水道施設のほか市立病院の建物に関する費用が企業会計です。 

 

 

■公共施設等の今後 40 年間の維持管理・更新経費【総務省ソフトのデフォルト設定による】 
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総務省ソフトのデフォルト設定では、一般会計が 40 年間で 2,087 億円、年間

52 億円、企業会計が 40 年間で 1,120 億円、年間 28 億円と試算されています。 

 

2.1.3. 過去５年間の建設改良費の実績 

 

前項における試算値と比較するため、現在、本市の一般会計における投資的経

費の規模感を見ておきます。 

投資的経費とは、歳出を人件費、扶助費、公債費といった性質別に分類した場

合の１カテゴリで、「道路や施設など社会資本を整備するための経費」です。施

設の修繕など維持管理にかかる経費についてもここに含まれています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■会計別の今後 40 年間の維持管理・更新経費【総務省ソフトのデフォルト設定による】 

■一般会計における過去 5 年間の性質別経費の推移 

出典：「箕面市財政白書～平成 29 年度(2017 年度)決算版～」からリライト 
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過去 5 年間（平成 25 年度～平成 29 年度）の投資的経費の総額は 410 億円で

すが、ここには人件費や物品購入費などの純粋な建設改良以外の費用が含まれ

ていますので、これに該当する 29 億円を差し引いて、建設改良に使用したのは

381 億円です。 

また、この期間中は、北大阪急行線延伸事業や緊急経済対策事業など、この期

間だけに発生した特殊な事業が含まれています。これらの事業については、今後

長期にわたって反復的に発現するわけではありませんので、いわば“特異値”と

して、特殊な影響分を将来試算との比較から除くべきです。 

北大阪急行線延伸事業は、箕面市財政運営基本条例により、原則として競艇事

業収益金と北大阪急行南北線延伸整備基金のみで賄うことと定められており、

一般会計から支出しないため、その全額 166 億円を差し引きます。 

緊急経済対策事業については、国補助金の規模が大きいため事業費が大きく

膨らんでいますので、仮にこれが緊急経済対策でなかった場合の事業規模に割

り戻す必要があります。そのため、事業費 61 億円をいったん全部差し引いた上

で、該当事業の「一般財源負担分」と、それに対して交付されるであろう「通常

の補助率での国補助金」を足した 31 億円を事業費とします。 

これらの補正を行った結果、過去 5 年間の建設改良費は 185 億円で、1 年あ

たりでは 37 億円となります。 
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2.2. 人口の現況と見通し 

 

2.2.1. 人口の現況 

 

本市における過去 20 年間の人口推移を見ると、それまで横ばい傾向だったも

のが、2008 年以降、9 年間で 8％、毎年約 1％の伸びを続けています。 

 

 

 

 

 

全国的には人口減少局面に入っていますが、本市では、新市街地を中心に人口

が流入しているとともに、既成市街地でも古い住宅が建て替わって子育て世代

が転入することで人口減少に歯止めがかかっており、これらの相乗効果で人口

増加局面となっています。 

 

年齢 3 区分の人口構成比では、15～64 歳の階層は箕面市と全国でちょうど同

じ 60％ですが、15 歳未満は箕面市が 3 ポイント多く、65 歳以上は箕面市が 3

ポイント少ない状況で、全国に比べると“少しだけ若い”まちです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去 20 年間の人口の推移 

基礎データ：住民基本台帳人口（各年 9 月末現在） 

■年齢 3 区分別人口の構成比 

基礎データ： 

【箕面市】住民基本台帳人口 

（平成 29 年 9 月末現在） 

【全国】総務省統計局人口推計 

（平成 29 年 10 月 1 日） 
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2.2.2. 本計画で採用する人口推計 

 

箕面市人口ビジョン（2015 年）では、国の「地方人口ビジョンの策定のため

の手引き」（内閣府）が示す構成を踏襲して、新たな施策効果を加味せず現行の

施策が継続された場合の人口推計である“素の人口推計”と、新たな施策効果に

よる人口変動を加味した“人口の将来展望”を示しています。また、“人口の将

来展望”については、新たな施策を「北大阪急行線の延伸」と「子育て支援策の

さらなる充実による定住・移住促進」に分けて、その効果を 2 段階で加味する手

法をとっています。 

 

箕面市立地適正化計画では、中長期的な人口減少を展望してまちのコンパク

ト化をめざすというコンセプトに鑑み、最も堅調なものとして、“素の人口推計”

である人口推計Ⅰを採用しています。立地適正化計画策定当時（2016 年 2 月）、

北大阪急行線の延伸は、すでに都市計画決定や鉄道事業許可等の手続きが進ん

でおり、事業としての実現性・具体性が高かった一方で、新駅ができる船場エリ

アは居住を一定制限する特別業務地区であったことから、延伸による人口増加

効果は不確定要素が多く含まれていました。 

その後、立地適正化計画の策定により、船場エリアは居住誘導区域に指定され、

箕面船場阪大前駅周辺の土地区画整理事業地内に高層マンション建設計画が進

むとともに、周辺地価の上昇が顕著に見られるなど、施策による人口増加効果が

より具体化してきており、この効果を加味した「人口推計Ⅱ」は、すでに堅調な

人口推計であると言える段階になっています。 

一方で、もう一つの施策「子育て支援策のさらなる充実による定住・移住促進」

については、既存・新規含めて複数の子育て支援施策を組み合わせて実施し、試

行錯誤しながら進める中でアウトカムとして子育て世代の増加効果を得ようと

するものであり、現時点においてその人口増加効果が具体的に証明できるもの

ではありません。 

そこで本計画では、“素の人口推計”に北大阪急行線の延伸による効果を加味

した「人口推計Ⅱ」を採用することとします。 

 

 



12 

 

2.2.3. 人口の見通し 

 

人口推計Ⅱによる 2060 年までの推計人口は、次図のとおりです。 
 

 

 

 

 

人口は、今後 10 年程度は増加局面で、2025 年にピークに達し、その後減少

に転じます。 

現在の人口水準 13 万 7 千人を下回るのは概ね 30 年後と推計されており、今

後 30 年間は、現在の水準を下回らない見通しです。 

 

人口が現在の水準と同程度になる 30年後の年齢 3区分別人口の構成比を現在

と比べると、15～64 歳区分の人口が顕著に減少し、少子高齢化が進んでいる見

通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■人口推計Ⅱ 

出典：「箕面市人口ビジョン」からリライト 

■年齢 3 区分別人口の構成比 

基礎データ： 

箕面市人口ビジョン 

バックデータ 
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2.3. 財政の現況と見通し 

 

2.3.1. 財政の現況 

 

平成 29 年度決算から、現在の本市の財政状況を確認します。（各グラフや説

明の数値の出典は、「平成 29 年度箕面市決算の概要」です。） 

 

2.3.1.1. 健全化判断比率等の状況 

 

健全化判断比率等は、四つの指標でいずれも黒字、あるいは堅調な状況です。 

四つの指標は、いずれも数値が小さいほど財政は“健全”です。 

また、各グラフにある「早期健全化基準」「財政再生基準」は、年度によって

数値に多少の変動がありますが、「早期健全化基準」を超えた団体は破綻一歩寸

前の状況で、早期に財政の立て直しが必要とされる、いわば“イエローカード”、

「財政再生基準」を超えた団体は破綻状態とみなされ、国の関与のもと厳しい財

政再建が必要となる、いわば“レッドカード”です。 

箕面市では、イエローカード、レッドカードいずれの危険からも遠く、堅実な

財政運営を実現しています。 

 

◆実質赤字比率 

一般会計等の赤字の大きさで、財政運営の深刻

度を表します。 

平成 29 年度は、大量退職期の到来による退職手

当の増加に伴い前年度からは数値が増加しました

が、黒字を維持しています。 

 

 

 

 

◆連結実質赤字比率 

一般会計のほか、すべての特別会計、公営

企業会計の赤字や黒字を合算した赤字の大

きさで、財政運営の深刻度を示します。 

特別会計国民健康保険事業費の累積赤字

縮減、競艇事業会計の収益の増加などにより、

前年度に比べ改善しており、黒字を堅持して

います。 

 

■実質赤字比率(H29 決算) 

■連結実質赤字比率(H29 決算) 



14 

 

◆実質公債費比率 

一般会計等の市債の返済額などの大きさで、資

金繰りの危険度を示す指標です。 

元利償還金の額が減少したことから、前年度か

ら改善し、堅調な状態を維持しています。 

 

 

 

 

 

◆将来負担比率 

一般会計等の市債や将来支払う可能性のあ

る負担などの残高の大きさで、将来の財政を

圧迫する可能性が高いかどうかを示します。 

北大阪急行線の新駅周辺整備など将来への

投資に基金を活用し、基金残高が減少したこ

とに伴い、前年度に比べ値が増加しています

が、低負担な状態を維持しています。 

 

このほか、公営企業の経営状況を示す資金不足比率については、病院事業、水

道事業、公共下水道事業、競艇事業のいずれの会計も資金不足は生じていません。 

 

2.3.1.2. 収支バランスの状況 

 

基金残高、市債残高、経常収支比率から見る収支バランスの状況は、基金、市

債にあっては将来への投資による増減、経常収支比率にあっては大量退職期の

到来による一時的な退職手当の増加などによる変動はありますが、それぞれ良

好に推移しています。 

 

◆基金残高 

平成 29 年度は、北大阪急行南北線

延伸整備基金などに積立てを行った

一方で、新駅周辺整備や総合運動場施

設改修など、将来への投資に基金を活

用した結果、基金残高は前年度比で約

17 億円の減となる一方で、今後の財政

需要に備え、財政調整基金から都市施

設整備基金、学校教育施設整備基金へ

■実質公債費比率(H29 決算) 

■将来負担比率(H29 決算) 
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積替えを行いました。 

その結果、前年度に比べると残高が減少していますが、10 年スパンで見ると

高い水準を維持しています。 

 

◆市債残高 

平成 29 年度は、25 億円を超える

返済を行った一方で、小中学校体育

館・特別教室の空調整備などにかか

る施設整備事業債や新駅周辺整備に

かかる公共用地先行取得事業債と臨

時財政対策債を合わせて 65 億 87 百

万円の新規発行を行ったことから、

市債残高は対前年度比で 40 億 56 百

万円の増となっています。 

増加してはいますが、将来負担比率などの健全化に係る指標を中長期的に睨

みながらの計画的な将来への投資であり、適正な範囲で推移しています。 

 

◆経常収支比率 

緩やかな景気の回復傾向により、市

税収入や株式等譲渡所得割交付金など

各種交付金が増加し、経常一般財源が

増加したものの、大量退職期の到来に

より、退職手当が大幅に増加したこと

などから、前年度比で 2.7 ポイントの

増となっています。 

退職手当の増による一時的な悪化が

みられますが、この逆境にあっても黒

字（100％以下）を堅持し、10 年スパンで見ても良好な水準を維持していると言

うことができます。 

 

2.3.1.3. 歳入歳出の推移 

 

過去 5 年間の歳入歳出の推移を見ると、まず、平成 29 年度において総額が大

幅増していることが顕著に見て取れます。 

歳入歳出の内訳を見てみると、歳入においては国・府支出金と市債が、歳出に

おいては投資的経費が大きく増加しています。これは、北大阪急行線延伸事業な

どの大型プロジェクトの影響が一時的に出ているものです。 

経常的な費目の推移を見ると、人口が増加傾向にあることを受け、市税収入は
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毎年 1～3 億円の増加を続けていますが、財政規模全体に占めるインパクトとし

ては大きいものではなく、歳入全体としては横ばい傾向と言えます。 

歳出においては、人件費が増加しているものの、これは大量退職期の退職手当

による一時的な変動です。一方、扶助費の毎年度の増加傾向は、高齢化の進展の

ほか、待機児童対策のため保育所整備を加速していることなどの影響で、今後も

この傾向が続くと考えられます。 

 

 

 

 

 

2.3.2. 財政の見通し 

 

箕面市では、箕面市財政運営基本条例に基づき、毎年度、財政の中長期試算を

公表しています。 

■過去 5 年間の歳入の推移 

■過去 5 年間の歳出の推移（項番 2.1.3.「過去 5 年間の建設改良費の実績」の再掲） 
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ここでは、平成 30 年度（2018 年度）当初予算編成に際し実施した中長期試

算から、今後の本市財政の見通しを確認します。 

当該試算は、平成 30 年度当初予算案を基本とし、平成 30 年度（2018 年度）

から 2047 年度までの 30 年間を対象に試算されており、試算に用いられた主な

前提条件は以下のとおりです。 

 

【歳入関係】 
・市税収入 …… 経済成長率を１％として試算 
・交付税等 …… 市税収入、公債費の試算額を反映 
・基金繰入 …… 各年度の資金需要を勘案し、必要最小限度の繰入を見込む 
・競艇事業収入 …… ６億円／年 
【歳出関係】 
・人件費 …… 給与構造改革プランを反映 
・社会保障関係費 …… 年２～３％の増加率を見込む 
・繰出金 …… 市立病院建替えに係る元利償還金の１/２相当額を反映 
・公債費 …… 新規発行債は、北大阪急行線延伸及び新駅周辺整備にかかる起債のほか、

事業実施が確実に見込まれる起債（環境クリーンセンター基幹改良工事、
船場新学校建設、東部地域消防署整備）及び臨時財政対策債を見込む 

 

なお、上記のほか、投資的経費については、北大阪急行線の延伸事業関連など

事業実施が確実なプロジェクトの費用とは別に、一般的な建設改良費として年

間 50 億円の費用を見込んで試算しています。 

 

 

2.3.2.1. 実質収支の推移 

 

実質収支比率は、30 年間黒字で、堅調に推移する見込みです。 
 

 

 

 

 

■実質収支の中長期試算 

出典：平成 30 年度（2018 年度）予算概要 
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2.3.2.2. 各指標の推移 

 

健全化判断比率等は、四つの指標でいずれも黒字、あるいは堅調に推移する見

込みです。（各指標の意味するところは、項番 2.3.1.1.「健全化判断比率等の状

況」を参照してください。） 

 

 

 

 

  

出典：平成 30 年度（2018 年度）予算概要 
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3.1. 計画期間 

 

本計画は、将来の人口や財政の見通し等をもとに長期的な視点に基づき対応

する必要があることから、その期間はある程度長期とすることが求められます。 

本市では、今後概ね 30 年間は現在の人口水準を下回らない見通しであること

から、この期間、公共施設等を適切に維持管理し、次の人口減少局面に備えるた

め、本計画の計画期間を 30 年間、2018 年度から 2047 年度とします。 

また、本計画は必要に応じて適宜見直しを行います。 

 

3.2. 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

 

財政部局をコントロールタワーに、すべての部局の事業進捗と予算をコント

ロールする行政評価及び予算査定を通じ、全庁的に本計画の推進に取り組みま

す。 

また、特に複数部局に所管がまたがる公共建築物に関しては、市有建築物の維

持管理を所管する課室（本計画の策定時においては、みどりまちづくり部建築室）

が情報を一元管理し、修繕等の必要性についての審査を専門的かつ俯瞰的な視

点で行い、その審査結果を全庁に通知することにより情報共有を図ります。 

 

3.3. 現状や課題に関する基本認識 

 

項番 2.3.「財政の現況と見通し」で見たように、本市の財政状況は比較的良好

な状態で推移しており、中長期の見通しにおいても財政指標に安定感があると

ころですが、一度は決算ベースの経常収支比率が経常赤字に陥るなど危機的状

況に陥ったこともあり、数度にわたる行財政改革の取り組みによりＶ字回復を

果たして、今の安定を手にしている状況です。 

項番 2.3.1.3.「歳入歳出の推移」で見たとおり、税収額は微増傾向ではあるも

のの、人口増加局面であっても今後大幅な増収は見込めない中、義務的経費であ

る扶助費が年々増加し、今後も投資的経費の圧縮が不可欠な状況です。 

過去 5 年間に市が公共施設等の建設改良費に充ててきた費用は、一般会計で

年間 37 億円（項番 2.1.3.「過去 5 年間の建設改良費の実績」参照）であるのに

対し、総務省ソフトのデフォルト設定で試算した費用は年間 52 億円です。まず

は、この費用の低減に全力で取り組むことが求められます。 

また、項番 2.2.1「人口の現況」で見たように、現在箕面市は人口増加局面に

あるとともに、“まちの完成”に向けて、北大阪急行線延伸事業や新駅周辺のま

ちづくりを急ピッチで進めており、まちとして成長局面にあるかのように見え

ますが、これは、かつての高度成長期のような終わりの予想できない繁栄ではな

3. 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 



20 

 

く、項番 2.2.3.「人口の見通し」で見てきたように、10年後には人口のピークを

迎え、その後は減少局面に入ることが確実な、近い将来の縮小を予定した成長で

す。 

ここで重要になるのは、まちの完成を迎えた後、人口増加局面であることに甘

えることなく、人口減少局面の先まで長期的に展望し、保有量を適正に保つこと

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

 

3.4.1. 基本三方針 

 

（１）公共施設保有量の適正化 

保有施設の廃止、複合化、集約化等により既存リソースの効率化を進めると

ともに、公共施設を新設または移転、あるいは現地建替えを検討する際には、

その立地について箕面市立地適正化計画と整合を図りつつ、複合機能化や既存

施設との統合などをあわせて検討し、施設総量の適正化に努めます。 

また、施設の統廃合等により生じる跡地については、長期にわたり遊休化さ

せることのないよう、他用途への転用、売却または定期借地等による財源化な

ど活用を図ります。 

 

（２）公共施設等の長寿命化 

長期的な修繕計画の策定や日々の点検等の強化など、計画保全に努めること

により、施設の安全性と耐久性を高めてライフサイクルコストを削減するとと

もに、建替え更新時期の集中を避け、歳出予算の平準化を図ります。 
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（３）民間活力の導入 

厳しい財政状況下であっても、保有施設の維持管理だけでなく新たな施設の

整備も含めて効率的に展開できるよう、PPP/PFI などの手法を用いて民間活

力を施設整備や管理に積極的に導入するなど、民間事業者等の資金やノウハウ

を活かしたサービス提供を推進するとともに、民間の創意工夫や一括発注によ

るコスト削減が期待できる「性能発注」方式など、効率的な契約方法の検討を

進めます。 

 

3.4.2. 基本三方針に基づく取り組み 

 

前項の基本三方針に基づき、以下の項目に取り組みます。 

 

3.4.2.1. 点検・診断等の実施 

 

現在行っている定期点検等を引き続き適切に行います。 

また、点検と予防的保守を総合的に委託することで、将来的な保守経費を低減

する手法の研究を進めます。 

 

3.4.2.2. 維持管理・更新等の実施 

 

施設の利用状況、劣化状態等により優先順位を付け、主に行政評価を通して俯

瞰的に判断し、計画的に進めます。 

施設単位だけでなく、特にエレベータ等どの施設にも共通して存在する設備

についても、全施設の同種の設備をリスト化して一括管理し、利用状況、劣化状

態、部品の供給状況等を総合的に判断します。 

 

3.4.2.3. 安全確保の実施 

 

点検等により危険性があると認められた場合には、すぐに安全確保のための

暫定措置（使用制限や歩行者の安全確保等）を行うとともに、抜本的な対策につ

いては、施設全体の優先順位の中で総合的に判断して進めます。 

 

3.4.2.4. 耐震化の実施 

 

耐震化未実施の施設について、施設の利用状況、劣化状態等にも鑑み、耐震化

あるいは更新等の対応手法を総合的に判断して進めます。 

 

 



22 

 

3.4.2.5. 長寿命化の実施 

 

一般的に「耐用年数」と言われている年数を経過した施設であっても、安全性

に問題がない施設はすべて使い続けることを前提に、大規模改修等により長寿

命化を図ります。 

 

3.4.2.6. ユニバーサルデザイン化の推進 

 

箕面市福祉のまち総合条例を基本理念とし、新たな施設整備だけでなく、改修

にあたっても、箕面市まちづくり推進条例における「福祉のまち整備に関する事

項」及び「箕面市都市計画マスタープラン」における「福祉のまちの方針」に基

づいてバリアフリー化を推進します。 

 

3.4.2.7. 統合や多機能化の検証 

 

施設の劣化状態が相当程度進行するなどにより、更新や大規模な修繕が必要

になった施設については、利用状況を検証し、類似施設との統合、他用途施設へ

の同居による多機能化などを検討した上で、単独での更新や大規模修繕が最も

効率的であることを確認して進めます。 

 

3.4.2.8. 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築 

 

職員一人ひとりがコスト意識を身に着けられるよう、行政経営研修などに職

員を派遣します。また、公共施設等の管理に携わる部局の職員にあっては高度な

専門性を持ち、常に幅広い選択肢から最善の策を選び取ることができるよう、施

設マネジメントや建築物の維持・保全に関する研修の受講を進めます。 

 

3.4.2.9. ＰＤＣＡサイクルの推進 

 

行政評価及び予算査定において、年 2 回、本計画の実施状況のチェックを行

い、次年度の実施、改善に活かします。 

また、大規模改修や更新などに係る議案を市議会に提出する際に、必要に応じ

て本計画の実施状況を併せて報告するものとします。 
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4.1. 特記する施設類型 

 

企業会計で維持管理・更新を進める施設類型、本計画の策定時点ですでに整備

方針が政策決定されている施設、あるいは、特別に方針を定める必要のある施設

類型などについて、必要事項を特記します。 

 

4.2. 施設類型ごとの特記事項 

 

4.2.1. 上下水道施設 

 

上下水道局では、「箕面市上下水道施設整備基本・実施計画（改訂版）」を策定

しており、上下水道施設の維持管理・更新については、この計画によるものとし

ます。 

当該計画では、今後の建設改良費用を上水道、下水道ともに年平均 8 億円と

見込んだ上で、その財源として、企業債の借入、国庫交付金のほか、損益勘定留

保資金、減債積立金、建設改良積立金などを充当することで、収支相償うことが

可能としています。 

 

4.2.2. 市立病院 

 

箕面市立病院は、「一般財源に一切頼らない安定した経営基盤の確立」をめざ

して独立採算による経営を進めています。 

平成 29 年度箕面市議会第 4 回定例会において移転建替えの方針が承認され、

現在は「新市立病院整備基本計画」の策定作業中で、独立採算の方針を堅持しな

がら建替え事業を推進します。 

ただし、建替えに要する費用については、法定ルールに基づき一般財源の繰入

を行います。 

 

4.2.3. 学校施設 

 

本市の市街地において唯一の学校空白エリアだった船場エリアに、新駅がで

きることによる人口増加が予想されることから、市立病院移転後の跡地に新た

な小学校をつくることが決まっています。現在は、多くの地域住民が参加して全

市的な校区調整を行っているところです。 

また、本計画の基本的な方針としては、建物の一般的な耐用年数を過ぎても、

安全性に問題がなければ使い続けることを前提としていますが、旧耐震基準の

学校施設に関しては建替えを行います。 

4. 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 
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4.2.4. 消防施設 

 

消防施設は、東部地域の人口増加や高齢化の進展による救急需要の増加など

に対応するため、「箕面市・豊能町の今後の消防需要に基づく消防力保全計画」

を策定し、箕面市域の消防拠点を 3 拠点から 5 拠点（中部地域に 1 拠点を新設、

東部地域に 2 拠点を新たに配し、現 1 拠点を廃止）にする計画であり、当該計

画に基づいて、用地の確保や建物整備を進めます。 

現在、東部地域の 1 拠点を豊川支所前用地に整備すべく、設計を行っている

ところです。 

 

4.2.5. スポーツ施設 

 

スポーツ施設は、「箕面市スポーツ施設マネジメント計画」を策定し、施設や

設備、備品の定期的なメンテナンスについて詳細に定めています。 

当該計画では、その財源として、市がこれまでと同規模の財政支出を行うとと

もに、利用料金を近隣の類似施設並みに段階的に改定することで、市負担と同規

模の財源を生み出すこととしています。 

現在は、老朽化した備品、設備、施設の一斉更新を 3 か年かけて行っていると

ころであり、これが完了した後には、当該計画に定めたサイクルで定期的なメン

テナンスを実行します。 
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総務省ソフトによる試算条件に、項番 3.「公共施設等の総合的かつ計画的な

管理に関する基本的な方針」及び項番 4.「施設類型ごとの管理に関する基本的

な方針」を反映し、今後 40 年間に必要な費用を再試算しました。（なお、現時点

で未整備の施設については、面積が確定していないことに加え、試算期間である

今後 40 年間において更新を迎えることがなく、試算に与える影響が小さいこと

から反映していません。） 

一般会計では、40 年間で 1,839 億円、平均で年間 46 億円が必要との結果に

なりました。 
 

 

 

 本市が過去 5 年間に建設改良費に充ててきた費用（年間 37 億円）より 9 億円

増嵩していますが、中長期試算では年間 50 億円の投資的経費を見込んで試算し

た結果、堅調な推移を見せていることから、現実的な範囲であると考えられます。 

 

企業会計では、40 年間で 800 億円、平均で年間 20 億円が必要との結果にな

りました。 

 

 

なお、項番 4.2.「施設類型ごとの特記事項」に記載したとおり、上下水道施設

については、今後必要となる建設改良費用とその財源について収支相償うこと

5. 将来負担の再試算と見通し 

■一般会計の今後 40 年間の維持管理・更新経費【本市の基本方針を反映】 

■企業会計の今後 40 年間の維持管理・更新経費【本市の基本方針を反映】 
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が可能であり、市立病院についても、移転建替えに要する費用の法定ルール分を

一般財源から繰り入れることにより、独立採算の方針を堅持する考えです。 

 


